
議案第１２号 

 

市道路線の認定について 

 

道路法第８条第２項の規定により、別紙のとおり市道の路線を認定するも

のとする。 

 

令和８年２月２５日提出 

 

愛西市長 日 永 貴 章 

 

 

提案理由 

 

この案を提出するのは、市道路線として認定し、公共の用に供するため必

要があるからである。 



起　　　　　　点

終　　　　　　点

愛西市大井町前田面１３８番２地先から

愛西市大井町前田面１３８番１地先まで

愛西市三和町中ノ割６４番地先から

愛西市三和町中ノ割７３番地先まで

愛西市立田町北郷附７１番２地先から

愛西市立田町北郷附３３番２地先まで

愛西市川北町下８１番地先から

愛西市川北町下８０番地先まで

愛西市川北町平８４番１地先から

愛西市赤目町堤敷７６番１地先まで

愛西市渕高町蔭島５１番１４地先から

愛西市渕高町蔭島５１番８地先まで

愛西市佐折町宮寺５１番地先から

愛西市佐折町宮寺５２番３地先まで

愛西市持中町佐渡り３３８番地先から

愛西市持中町佐渡り３６３番１地先まで
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